
三田市マイホーム借上げ制度利用補助金交付要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、一般社団法人移住・住みかえ支援機構（以下「ＪＴＩ」という。）

が行うマイホーム借上げ制度（以下「制度」という。）を利用した者に対し、制度

の利用の際に必要となる費用の一部又は全部を補助することにより、制度の利用者

の増加を図り、もって、三田市内の住宅の有効活用及び若年者等の定住を促進する

ため、三田市補助金交付規則（平成９年三田市規則第１号）。（以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 賃貸人 制度を利用して住宅を賃貸した個人をいう。 

(2) 賃借人  制度を利用して住宅を賃借し、当該住宅を住所として住民基本台帳に  

記録して居住している個人をいう。 

 （補助対象項目、費用等） 

第３条 補助対象項目、費用、対象者及び補助金額は、予算の範囲内で、別表に定め

るとおりとする。 

 （補助金交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする賃貸人はＪＴＩとの契約締結後１箇月以内に

マイホーム借上げ制度利用補助金交付申請書兼口座振替申出書（賃貸人）を、補助

金の交付を受けようとする賃借人はＪＴＩとの契約締結後居住開始から１箇月以内

にマイホーム借上げ制度利用補助金交付申請書兼口座振替申出書（賃借人）を、別

表に定める添付書類とともに市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する者は、暴力団員（三田市暴力団排除条例（平成２４年三田市条例

第９号）第２条に規定する暴力団員をいう。）であってはならない。 

 （補助金の交付決定等） 

第５条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その

結果をマイホーム借上げ制度利用補助金交付決定通知書により申請者に通知する

ものとする。 

 （補助金の請求） 

第６条 前条の通知を受けた申請者は、マイホーム借上げ制度利用補助金交付請求書

により補助金を請求するものとする。 

 （補助金の返還） 

第７条 市長は、補助金を受けた者が次のいずれかの事由に該当するときは、認定内

容の一部又は全部を取り消し、若しくは交付された補助金の一部又は全部の返還を

求めることができる。 

(1) 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付又は交付決定を受けたとき。 

(2) その他この要綱に違反したとき。 

（手続きの省略） 



第８条 規則第１８条の規定に基づき、規則第１１条（実績報告）及び同１３条（補

助金等の額の確定）に規定する手続きは省略する。  

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に

定める。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

   付 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

別表（第３条、第４条関係） 

対象項目 対象費用 対象者 補助金額 添付書類 

賃貸制度

利用時費

用 

賃貸人が支

払った制度利

用の申込みの

際の事務手数

料 

市内の

物件につ

いての賃

貸人であ

り、三田市

以外の地

方公共団

体等から

同様の補

助金の交

付を受け

ていない

者 

１７，０００円に

消費税額（消費税法

（昭和６３年法律

第１０８号）第２９

条の規定による税

額並びに地方税法

（昭和２５年法律

第２２６号）第７２

条の８２及び第７

２条の８３の規定

による税額をいう。

以下同じ。）を加え

た額。 

賃貸制度利用時費

用の領収書又は金融

機関振込明細書等振

込額がわかるもの

（以下「領収書等」

という。）の写し 

建物診断

費用 

賃貸人が支

払ったＪＴＩ

の借上げ基準

に適合する住

宅を判断する

ための耐震診

断及び劣化診

断に係る費用 

４５，０００円に

消費税額を加えた

額。 

(1) 建物診断費用の

領収書の写し 

(2) 建物診断報告書

の写し 

建物改修

費用 

賃貸人が支

払った耐震診

断、劣化診断

の結果必要と

された補修及

び改装等の工

 建物改修費用と

して支払った額の

２分の１。ただし、

６００，０００円を

上限とし、１，００

０円未満の端数が

(1）建物改修費用の

領収書の写し 

(2) 建物改修部分の

わかるものの写し 

(3) ＪＴＩの借上げ

条件を記載した承



事の費用 あるときは、その端

数を切り捨てる。 

認通知書の写し 

 

賃借契約

時費用 

 賃借人が支

払った制度利

用の際の事務

手数料、仲介

手数料及び機

関保証会社保

証料 

 市内の

物件につ

いての賃

借人であ

り、三田市

以外の地

方公共団

体等から

同様の補

助金の交

付を受け

ていない

者 

賃借人が賃借契

約時費用として支

払った額。ただし、

１２０，０００円を

上限とする。 

(1) 世帯全員の住民

票の写し 

(2) 制度利用の際に

支払った事務手数

料の領収書の写し 

(3) 仲介手数料の領

収書の写し 

(4) 機関保証会社保

証料の領収書の写

し 

(5) 定期建物賃貸借

契約書の写し 

 


